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● 福岡市国民健康保険運営協議会委員名簿
（ 任期 ： 令和３年７月１日～令和６年６月３０日 ）

－ １ －
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－ ２ －

● 議題１ 会長・副会長の選任について

任期満了に伴う委員改選により，会長，副会長の選任を行う。
○会長 １名 ○副会長 １名

【根拠】 福岡市国民健康保険条例施行規則（抜粋）
（国民健康保険運営協議会）
第２条 福岡市国民健康保険運営協議会（以下「協議会」という。）に会長、副会長各１人を

置き、公益を代表する委員のうちから全委員の互選によりこれを定める。
２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

【参考】過去の就任歴

期　　間 会　　　長 副　会　長

平成２４年７月～ 石田　重森 （福岡大学名誉学長） 松野　隆 （福岡市議会議員）

平成２６年７月～ 　　　　〃 今林　ひであき（福岡市議会議員）

　（平成２７年８月～） 　　　　〃 おばた 久弥 （福岡市議会議員）

平成２８年７月～ 　　　　　　〃 　　　　〃

平成３０年７月～ 樗木　晶子（福岡歯科大学客員教授） 　　　　〃

令和元年１０月～    　　　　〃 中山　郁美（福岡市議会議員）



● 議題２ 福岡市国民健康保険の事業状況について（報告）

１．医療保険制度

（１）医療保険制度の体系

資料元：厚生労働省

我が国では、国民が何らかの公的医療保険に加入し、病気やけがをした場合は、いつでも・どこでも・だれでも、低負
担で必要な医療が受けられる『国民皆保険制度』が確立している。

市町村国保は、国民皆保険制度を支えるセーフティネットの役割を担っている。

－ ３ －



（２）市町村国保と他の医療保険との比較

－ ４ －



（３）市町村国保が抱える構造的な問題
－ ５－

１．年齢構成

① 年齢構成が高く、医療費水準が高い
・ 65～74歳の割合 ： 市町村国保 （ ４3．0％ ）、健保組合（ ３．３％ ）

・ 一人あたり医療費 ： 市町村国保 （ ３６．８万円 ）、健保組合（ 16．０万円 ）

２．財政基盤

３．財政の安定性・市町村格差

② 所得水準が低い
・ 加入者一人あたり平均所得 ： 市町村国保（ ８８万円 ）、健保組合（ 222万円（推計））

・ 無所得世帯割合 ： 28．５％

③ 保険料負担が重い
・ 加入者一人あたり保険料／加入者一人あたり所得

市町村国保（ １０．０％ ）、健保組合（ ５．８％ ） ※健保は本人負担分のみの推計値

④ 保険料（税）の収納率
・ 収納率 ： 平成１１年度 ９１．３８% → 平成３０年度 ９２．８５%

・ 最高収納率 ： ９６．３１％（ 島根県 ） ・最低収納率 ： ８８．５５% （ 東京都 ）

⑤ 一般会計繰入・繰上充用
・ 市町村による法定外繰入額 ： 約１，９１０億円（ うち決算補てん等の目的 ： 約１，２５８億円 ）

・ 繰上充用額 ： 約２８１億円（ 平成２９年度 ）

⑥ 財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者の存在
・ １，７１６保険者中３，０００人未満の小規模保険者 ５５９（全体の３２．６％）

⑦ 市町村間の格差
・ 一人あたり医療費の都道府県内格差 最大 ２．５倍（長野県・沖縄県） 最小 １．２倍（富山県・京都府・大分県）

・ 一人あたり所得の都道府県内格差 最大 ２２．４倍（北海道） 最小 １．２倍（福井県）

・ 一人あたり保険料の都道府県内格差 最大 ３．３倍（北海道） 最小 １．２倍（山口県）

資料元 ： 厚生労働省



国民健康保険事業は、市町村間で年齢構成や所得、医療費水準の差が生じており、さらに小規模保険者が多数存
在することから、高額な医療費の発生で財政が不安定になりやすい等の財政運営上の課題等があったため、平成３０
年度から財政運営の都道府県単位化が実施され、新たに都道府県は、財政運営の責任主体として中心的な役割を担う
こととなった。

－ ６ －

２．国民健康保険事業の都道府県単位化

（１）財政運営のイメージ

◆県は、県内の医療給付費等の見込みを立て、保険料収納必要額を算定し、各市町村の納付金を決定する（所得水準、年齢
調整後の医療費水準を考慮）。

◆市町村は、県へ納める納付金や保健事業費を賄うため、各市町村ごとの算定方式・予定収納率等に基づき、実際に賦課
する保険料率を決定、保険料を賦課・徴収する。



（２）各市町村の納付金算定イメージ（概略）
①県全体の納付金総額を被保険者数や所得水準に応じて各市町村へ割り当て

負担の公平性の観点及び市町村の医
療費適正化機能が積極的に発揮されるよ
う、原則として、各市町村の年齢構成調整
後の医療費水準を反映させる。

なお、後期高齢者支援分、介護納付金
分の納付金については、医療費水準によ
る納付金額の調整は行われない。

②医療費水準による納付金の負担調整（医療分納付金のみ）

－ ７ －

県全体の医療分、後期高齢者支援分、
介護納付金分それぞれの納付金総額を
応益分と応能分に分け、応益分は各市町
村の被保険者数や世帯数に応じて、応能
分は各市町村の所得総額に応じて納付
金を割り当てる。

(参考)福岡市の状況
１⼈あたり所得⽔準 1.101 （R3年度推計所得，県平均＝１）
１⼈あたり医療費⽔準 0.964 （H29〜R元年度平均，県平均＝１）

← → ← →

1）1⼈あたり医療費が県平均よりも低い
⇒納付⾦が割引かれ，負担減少

2）1⼈あたり医療費が県平均よりも⾼い
⇒納付⾦が割増され，負担増加

3）1⼈あたり医療費が県平均並み
⇒調整は⽣じず，平均的な負担
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（単位：世帯） （単位：人）

全市世帯数 全市人口
B D

伸び率 伸び率

H24 226,538 1.0% 710,952 31.9% 365,043 0.1% 1,457,194 25.1%

～

H28 222,214 ▲1.7% 760,831 29.2% 341,434 ▲3.1% 1,512,501 22.6%

H29 218,530 ▲1.7% 774,928 28.2% 330,367 ▲3.2% 1,526,322 21.6%

H30 216,347 ▲1.0% 788,086 27.5% 322,959 ▲2.2% 1,538,554 21.0%

R１ 214,977 ▲0.6% 802,450 26.8% 316,396 ▲2.0% 1,551,619 20.4%

R２ 215,335 0.2% 815,063 26.4% 313,989 ▲0.8% 1,561,941 20.1%

年度
平均

国保世帯数 国保世帯

の割合

A/B

国保被保険者数 被保険者

の割合

C/D
A C

３．現状と課題

（１）加入者の状況

－ ８ －

・被保険者のうち６５～７４歳は増加傾向

2４年度末：約2６％ → Ｒ２年度末：約35％

●高齢者が多く，今後も高齢化は進展



・福岡市は、所得30万円未満の世帯が

約46％であり、全国平均より高いこと

から、所得水準が低い傾向にある。

※全国の資料元：国民健康保険実態調査報告

－ ９ －

・全体の約５割を占める所得43万円以下の世帯は、

基礎控除43万円が適用されることから、所得が０円となる。

⇒所得割保険料が賦課されないため、所得割保険料が０円となる。

・全体の約５割の世帯で所得割保険料を負担することになるが、

約４割が所得２00万円以下の低所得層である。

●低所得層の保険料負担感が重くなる構造である。

所得割が賦課

されない世帯, 
約47%

所得割が賦課

される世帯,
約53%

未申告,

4.5%

43[98]万円以下

（所得なしを含む）, 

42.6%

100[157]万円以下

, 17.0%

200[301]万円以下, 

20.2%

300[433]万円以下, 

8.0%

300[433]万円超, 

7.7%

所得階層別世帯割合（令和3年7月末時点）

金額は所得〔給与収入〕

所得=（給与収入）-（給与所得控除）所得200万円以下の世帯



（２）福岡市国保の医療費の現状

－ １０ －

○総医療費・一人あたり医療費の推移

○年齢階層別一人あたり医療費の推移

●高齢化の進展や医療費の高度化
により、一人あたり医療費は、
年々増加しているが、2年度は、
緊急事態宣言期間中の受診件数の
減などにより、減少している。

●高齢になるほど、一人あたり医
療費は高くなる。

５5～５9歳で平均を超え、

７０～７４歳で平均の約１．６倍
となっている。

年齢階層別医療費
（資料元） 国保データベース（KDB）システム

医療費は，医科（外来，入院），歯科，調剤のみ

伸び率

H24 365,043 0.1%

H25 364,300 ▲0.2%

H26 359,406 ▲1.3%

H27 352,188 ▲2.0%

H28 341,434 ▲3.1%

H29 330,367 ▲3.2%

H30 322,959 ▲2.2%

R1 316,396 ▲2.0%

R2 313,989 ▲0.8%

年度
平均

国保被保険者数
（各年４月～３月）



（資料元）国保データベース（KDB）システム 健康スコアリング（医療）
外来、歯科医療費には、調剤を含む。

○入院・外来医療費の比較（令和２年度）

●入院の件数は約２％であるが、
医療費は約４０％を占めている。

●疾病別の医療費割合は、
「新生物（がん）」、「循環
器系（脳血管疾患、虚血性心
疾患）」、「内分泌、栄養・
代謝（糖尿病）」、「腎・尿
路（腎不全）」など、生活習
慣病と関連のある疾病の医療
費の割合が高く、全体の４割
を超えている。

※（ ）内は関連する生活習慣病の例

○主な疾病別医療費割合の推移

（資料元）国保データベース（KDB）システム 健康スコアリング（医療）

－ １１ －



【大分類別医療費】

【中分類別分析】

○入院・外来医療費の主な疾病別医療費割合（令和２年度）

外来医療費 約504億円

●外来医療費では、
糖尿病、脂質異常症、
高血圧性疾患などの
生活習慣病が高額と
なっている。

●糖尿病や高血圧な
どに起因して罹患す
ることが多い腎不全
も高額となっている。

・入院・外来医療費を大分類別に分析。医科レセプトと突合できた調剤医療費のみ疾病別医療費に含む。
・大分類別医療費の上位３分類について、それぞれの中分類の上位を抽出。
・資料元：国保データベース（KDB）システム 健康スコアリング（医療）

入院医療費

【大分類別医療費】

【中分類別分析】

約389億円

●入院医療費では、

脳梗塞や虚血性心疾患
など生活習慣病の重症
化疾患が高額となって
いる。

中分類 医療費
（億円）

割合

糖尿病 39.8   8.0%
脂質異常症 24.5   4.9%

76.3 億円 (15.3%) 甲状腺障害 3.8      0.8%
気管、気管支及び肺の悪性新生物 14.2    2.9%
乳房の悪性新生物 10.5    2.1%

70.0 億円 (14.0%) 結腸の悪性新生物 4.0      0.8%
高血圧性疾患 27.5   5.5%
虚血性心疾患 5.5      1.1%

56.3 億円 (11.3%) 脳梗塞 2.1      0.4%

腎不全 25.1   5.0%
乳房及びその他の女性生殖器の疾患 2.5      0.5%

36.9 億円 (7.4%) 前立腺肥大（症） 2.3      0.5%

尿路性器系の疾患

循環器系の疾患

大分類

内分泌，栄養及び
代謝疾患

新生物

中分類 医療費
（億円）

割合

気管、気管支及び肺の悪性新生物 10.9    2.8%
結腸の悪性新生物 6.1      1.6%

79.5 億円 (20.4%) 悪性リンパ腫 5.1      1.3%
脳梗塞 11.3    2.9%
虚血性心疾患 11.0    2.8%

61.9 億円 (15.9%) 脳内出血 5.8      1.5%
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 25.7    6.6%
気分（感情）障害（躁うつ病を含む） 9.5      2.4%

47.8 億円 (12.3%) 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 3.8      1.0%

精神及び行動の障害

大分類

新生物

循環器系の疾患

－ １２ －



〇生活習慣病の状況

年齢階層別高血圧症・脂質異常症・糖尿病患者数
（令和3年3月診療分） （資料元）国保データベース（KDB）システム

●高血圧症、脂質異常症、糖尿病の患者数及び患者割合は、
年齢が高くなるにつれて、増加幅が大きくなっている。

●脳血管疾患・虚血性心疾患の新規患者数は減少傾向である。

●人工透析の新規患者は100人前後で推移しており、糖尿病
有病割合は約８割を占めている。

重症化疾患（脳血管疾患・虚血性心疾患）の新規患者数
の推移

新規透析導入者数と糖尿病有病率

（資料元）保健事業等評価・分析システム

（資料元）保健事業等評価・分析システム

－ １３ －



（３）一人あたり保険料及び繰入金の推移

○一人あたり保険料（予算）及び一般会計繰入金（予算）の推移

●一人あたり医療費は年々増加
しているが、一人あたり保険料
は横ばいで推移している。

●一人あたり保険料（医療分＋
支援分）は、平成23年度に引き
下げ、令和元年度までは据え置
いてきた。

令和２年度は、赤字削減・解
消計画に基づき、一人あたり保
険料を２千円引き上げ、３年度
は据え置いている。

収納対策の強化とともに、

一般会計から多額の繰入等によ
り「22年度の保険料水準」を維
持している。

○一人あたり医療費と保険料の比較 （22年度を「100」とした場合の数値）

－ １４ －

増減 増減 増減

円 円 円 円 円 円 億円 億円 億円

H23 71,999 ▲ 2,000 20,341 ▲ 654 92,340 ▲ 2,654 116.8 71.0 187.8
H25 71,999 － 23,717 2,599 95,716 2,599 120.4 51.6 172.0
H27 71,999 － 19,639 ▲ 4,206 91,638 ▲ 4,206 148.2 30.7 178.9
H29 71,999 － 23,385 1,909 95,384 1,909 143.2 49.8 193.0
Ｒ元 71,999 － 21,849 ▲ 178 93,848 ▲ 178 137.2 35.8 173.0
Ｒ２ 73,999 2,000 24,188 2,339 98,187 4,339 141.9 51.3 193.2
Ｒ３ 73,999 － 25,114 926 99,113 926 146.3 44.3 190.6

一般会計繰入金（予算）  一人あたり保険料（予算）

年度 合計(A)+(B)
合計法定 法定外

医療分＋支援分(A) 介護分(B)



保険料必要総額は、県に納める納付金や保健事業等の必要経費の総額から、国・県等からの収入や一
般会計繰入金等を差し引いた額になっている。 ※6ページの右下の図を参照

納付金などの歳出を減らしたり、又は、一般会計繰入金などの歳入を増やすことで、保険料必要額を抑
えることができる。

①一人あたり納付金額（127,462円）は、２０政令市中、7番目に高い。

②一人あたり一般会計繰入金額（61,477円）は、２０政令市中、１番高い。

予算上の一人あたり保険料（医療分＋支援分）は、20政令市中４番目に低い。

（４）福岡市の保険料の状況
－ １５ －

予算段階

②一人あたり一般会計繰入金（円） ◆一人あたり保険料（円）
〔医療分＋支援分〕

①一人あたり納付金額（円）
〔医療分＋支援分〕

※括弧内は昨年度順位

Ｒ３予算

順位 都市名 保険料

① 川崎 99,162

② 横浜 94,009

③ さいたま 88,960

④ 浜松 87,899

～

⑰ 福岡 73,999 (17)

⑱ 大阪 73,487

⑲ 京都 71,114

⑳ 北九州 70,947

Ｒ３予算

順位 都市名 金額

① 福岡 61,477 (１)

② 大阪 57,227

③ 熊本 55,988

④ 札幌 55,496

～

⑰ 相模原 35,201

⑱ 千葉 33,834

⑲ さいたま 31,867

⑳ 浜松 29,797

Ｒ３予算
順位 都市名 金額

① 川崎 134,018
② 熊本 133,456
③ 神戸 133,388
④ 大阪 132,132
⑤ 堺 132,077
⑥ 浜松 129,379
⑦ 福岡 127,462 （６）
～

⑰ 千葉 114,598
⑱ 仙台 111,921
⑲ 新潟 111,680
⑳ 京都 108,500

≪参考≫うち一人あたり
赤字対象繰入金（円）

Ｒ３予算

順位 都市名 金額

① 福岡 8,035

② 川崎 7,625

③ さいたま 5,562

④ 横浜 5,449

⑤ 名古屋 4,585

⑥ 熊本 2,807

⑦ 大阪 2,340

⑧ 残り13都市 0



③所得割賦課世帯の割合 ④一世帯あたり所得（万円）

保険料は、所得割、均等割、世帯割から構成され、それぞれの保険料率は、保険料賦課総額を賦課割合

で配分し、決定する。

③所得割が賦課される世帯の割合（51.28％）は、１８政令市中６番目に低い。
④一世帯あたり所得（7７.3万円）は、２０政令市中７番目に低い。

保険料総額の５０％を占める所得割保険料は、国保世帯の約半数で負担しなければならず、一世帯あたりの所得も
低いことから、保険料率が高くなるため、所得割保険料がかかる世帯の負担が重くなる。 ※9ページ参照

賦課段階

【賦課割合】

（世帯ごとに賦課される）
世帯割　２０％

（被保険者数に応じて賦課される）
均等割　３０％

（被保険者の所得に応じて賦課される）
所得割　５０％

（参考）所得割の賦課割合〔医療分〕

－ １６ －

※括弧内は
昨年度順位

Ｒ３予算
順位 都市名 割合

① さいたま 64.14%

② 川崎 60.00%

② 横浜 60.00%

④ 千葉 55.00%
～

⑩ 福岡 50.00% (10)
～

⑰ 北九州 47.00%

⑱ 大阪 46.00%

⑲ 神戸 45.00%

⑳ 熊本 43.64%
20市中６市が50%で10位

Ｒ２年度賦課時点

順位 都市名 割合

① 浜松 73.57%

② 名古屋 60.55%

③ さいたま 60.50%

④ 新潟 59.26%

～

⑬ 福岡 51.28% (16)

⑭ 神戸 50.67%

⑮ 北九州 50.30%

⑯ 京都 49.24%

⑰ 大阪 47.02%

⑱ 熊本 34.36%
※横浜、川崎は未算出

令和元年中所得

順位 都市名 所得額

① 川崎市 117.7

② 横浜市 112.4

③ さいたま市 110.3

④ 浜松市 104.7

～

⑭ 福岡市 77.3 (16)

⑮ 神戸市 76.4

⑯ 堺市 75.3

⑰ 大阪市 70.9

⑱ 北九州市 64.7

⑲ 京都市 63.6

⑳ 札幌市 63.6



○モデル保険料 （令和３年度の医療分＋支援分＋介護分の合計保険料）

■給与収入９８万円（所得４３万円）の場合

・所得割保険料が賦課されない

・均等割と世帯割は、７割軽減される（法定軽減）

一人あたり保険料の伸びを抑えているため、政令
市の中で中位となる。

■給与収入３００万円（所得２０２万円）の場合

・所得割、均等割、世帯割すべてが賦課される

・法定軽減の対象とならない

所得水準が低いことから、所得割保険料が

高くなるため、政令市の中で上位となる。

－ １７ －

※括弧内は昨年度順位

■所得割保険料がかからない世帯（給与収入９８万円）

１人世帯（介護該当者） ３人世帯（うち介護該当者２人）

順位 都市名 保険料（円） 順位 都市名 保険料（円）

① 熊本 27,810 ① 熊本 59,250
② 神戸 27,200 ② 名古屋 56,791
③ 大阪 26,502 ③ 神戸 54,780
④ 堺 26,063 ④ 浜松 52,100
⑤ 浜松 25,900 ⑤ 川崎 51,490
～ ⑥ 大阪 51,231
⑩ 福岡 23,300 (12) ～

～ ⑭ 福岡 44,400 (14)
⑯ 新潟 20,900 ⑯ 仙台 43,680
⑰ 名古屋 20,567 ⑰ 千葉 40,780
⑱ 川崎 18,750 ⑱ さいたま 40,700
⑲ 横浜 17,850 ⑲ 新潟 40,000
⑳ さいたま 14,500 ⑳ 札幌 38,440

■所得割保険料がかかる世帯（給与収入３００万円）

１人世帯（介護該当者） ３人世帯（うち介護該当者２人）

順位 都市名 保険料（円） 順位 都市名 保険料（円）

① 神戸 335,380 ① 熊本 398,635
② 大阪 306,499 ② 大阪 388,941
③ 北九州 304,450 ③ 堺 379,917
④ 札幌 301,290 ④ 北九州 371,830
⑤ 福岡 300,700 (6) ⑤ 福岡 371,100 (5)
～ ～

⑮ 名古屋 259,204 ⑮ さいたま 324,500
⑯ 横浜 254,330 ⑯ 千葉 322,944
⑰ 静岡 251,700 ⑰ 横浜 318,340
⑱ 川崎 247,320 ⑱ 川崎 318,090
⑲ さいたま 237,100 ⑲ 名古屋 300,829
⑳ 相模原 222,100 ⑳ 相模原 299,100



４．令和２年度国民健康保険事業特別会計決算見込
○令和２年度決算見込

○収支が黒字（３６億５５百万円）となった主な要因

○決算剰余金の取扱い

・新型コロナウィルス感染症の影響等により、保険給付費が約４２億円減少するとともに、
県からの普通交付金が約３１億円減少したことにより、差し引き約１１億円が不用額となったこと
・被保険者数の増加等により、保険料が約７億円増加したこと
・新型コロナウィルス感染症の影響に伴う減免実施等により、国庫支出金が約１０億円、
県からの特別交付金が約７億円増加したこと

－ １８ －

令和２年度の収支（歳入－歳出）

１４１，７１２百万円 － １３８，０５７百万円 ＝ ３，６５５百万円

【歳出】 （単位：百万円）

予算現額 決算見込額  差引増減 
（Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ）

92,541 88,279 4,262
43,933 43,933 0

993 819 174
1,460 1,450 10
3,917 3,576 341

142,844 138,057 4,787

保険給付費

合　　計

その他

基金積立金
保健事業費

科        　目

国保事業費納付金

・県からの過交付による普通交付金の返還等に活用した上で、残額が生じる場合は国保基金へ積立予定

【歳入】 （単位：百万円）

予算現額 決算見込額  差引増減 
（Ａ） （Ｂ） （Ｂ）－（Ａ）

25,218 26,240 1,022
1,865 1,494 ▲ 371

27,083 27,734 651
11 1,013 1,002

93,699 91,242 ▲ 2,457

91,390 88,271 ▲ 3,119
2,309 2,971 662

17 6 ▲ 11
19,311 19,005 ▲ 306
2,356 2,356 0

367 356 ▲ 11

142,844 141,712 ▲ 1,132

うち普通交付金

 県支出金

財産収入（基金運用益）
一般会計繰入金

繰越金

その他

合　　計

うち特別交付金等

科        　目

保
険
料

現 年 賦 課 分
滞 納 繰 越 分
小      　　計

国庫支出金



○令和２年度 決算見込状況（構成割合）

【歳出】

－ １９ －

【歳入】

保険給付費

(医療給付費)
87,473
63%

保険給付費

(その他)
806
1%

国保事業費

納付金

43,933
32%

保健事業費
819
1%

その他
5,026
3%

合計
138,057

（単位：百万円）

保険料
27,734
20%

県支出金
（普通交付金）

88,271
62%

県支出金
（特別交付金等）

2,971
2%

一般会計

繰入金

19,005
13%

繰越金
2,356
2%

その他等
1,375
1%

合計
141,712

（単位：百万円）



国保の財政が

脆弱化している

（１）収入の確保
（被保険者間の負担の公平を図る）

①保険料収入の確保・収納率の向上
②資格の適正化

（２）支出の増加抑制
（効率的・効果的な医療費適正化の推進）

①給付適正化計画の推進
②データヘルス計画の推進

①年齢構成が高く，医療費水準が高い

②低所得者が多く，所得水準が低い

③保険料負担が重い

構造的な問題

保険料の

収納率低下

結果

国保制度を維持するため の取組みが必要

－ ２０ －

５．財政健全化に向けた取組み



ア．２年度保険料収納率

・ 現年度保険料 目標９１．３８％ → 実績 ９２．３１％（対前年度比 ０．９ポイント増）

・ 滞納繰越保険料 目標３１．０４％ → 実績 ３１．６０％（対前年度比 ０．６ポイント増）

（１）収入の確保

①保険料収入の確保・収納率の向上のための取組み

－ ２１ －

●新型コロナウイルス感染症の影響を原因とした相談件数及び猶予件数

・ 納付相談件数 ２０，７８３件 ・ 納付猶予件数 １３，６１２件

（令和２年４月～令和３年５月末）

【参考】 （単位：千円）

28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 対前年度比較

現年度 2,735,045 2,385,303 2,189,997 2,436,775 2,180,460 ▲ 256,315

滞納繰越 3,632,378 3,150,618 2,770,710 2,418,863 2,365,261 ▲ 53,602

合計 6,367,423 5,535,921 4,960,707 4,855,638 4,545,721 ▲ 309,917

1,617,385 1,311,464 991,481 995,735 873,957 ▲ 121,778

収入未済額

不納欠損額



イ．口座振替加入世帯の推移

※口座加入世帯の増加に伴い，口座振替による収納割合も増加

令和２年度末の口座振替世帯割合 ４６．７％（対前年同月比 ０．６ポイント増）

令和元年度から，スマートフォンやパソコンで口座振替の申

し込み手続きができる「インターネット（WEB）口座振替受付

サービス」を導入し，加入時のほか納付相談時などあらゆる

機会を捉えて加入勧奨を行っている。

また，区役所窓口では，キャッシュカードで簡単に口座振替

の申し込みができるペイジー口座振替受付サービスを活用し，

加入手続きと併せて口座振替の登録を行っており，口座振替

加入世帯数は年々増加している。

－ ２２ －

口座振替世帯の収納率は約97.5％、口座以外世帯は約84.7％
となっているため、口座振替推進の取組みが重要である。



ウ．滞納世帯数等の推移

緊急事態宣言中の差し押さえを控えたことなどにより、滞納処分件数及び処分効果件数ともに減少した。

令和２年度の滞納世帯数及び滞納率は、若干減少している。

①滞納世帯と接触を図り，保険料収入を確保すること

②保険料を誠実に納付されている被保険者との負担の公平

を図ること

エ．差押等滞納処分の推移

証区分 短期被保険者証 資格証明書

交付対象者 保険料を滞納している世帯に対して交付
特別な事情（病気や事業の休廃止など）がな
く、納期限から１年間が経過するまでの間に
保険料を納付しない場合に交付

被保険者証との
違い

被保険者証の有効期間が６か月
（通常は１年間）

医療機関で一旦医療費の全額（１０割）を支
払い、後日、区役所で手続きを行えば保険者
負担分（通常７割）を支給

交付の根拠 国民健康保険法第９条第１０項 国民健康保険法第９条第３項

－ ２３ －

○短期証・資格証の交付基準とその目的

※28～30年度：3月末時点、元～２年度：翌年7月末時点
(一斉更新時期変更による）

【滞納処分実績・効果の推移】 （単位：件，千円）

28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 対前年度比較

件数 5,139 6,155 6,025 4,895 2,217 ▲ 2,678

金額 897,097 1,159,808 1,018,926 790,004 446,796 ▲ 343,208

件数 4,641 5,402 5,732 4,680 1,952 ▲ 2,728

金額 324,411 417,119 420,828 359,311 202,943 ▲ 156,368

滞納処分効果
（納付・換価）

滞納処分



☆ 令和３年度の主な取組み

・現年度対策
①口座加入率の向上
②文書・電話催告等の初期納付指導の徹底
③現年度分保険料に係る滞納処分の早期着手

・滞納繰越対策
①財産調査の徹底及び滞納処分の強化
②架電による具体的事情の把握

・共通項目
①分納管理の徹底、
②保険給付の申請勧奨・一時差止め
③資格の適正化

☆ 全市目標

☆ 令和３年度に検討・実施する項目

① 効果的・効率的な業務執行体制の検討
② コールセンターの効果的活用方法の検討
③ 納付相談員の専門的知識の向上

・ 現 年 度 保 険 料 目標収納率 ９３．０％ （２年度実績 92.31％）

・ 滞納繰越保険料 目標収納率 ３３．０％ （２年度実績 31.60％）

・ 口座振替加入率 目標加入率 ４８．０％ （２年度実績 46.72％）

・ 資格証明書交付世帯からの脱却 目標減少率 ▲１０．０％

②資格の適正化

不要な保険料の賦課や給付がないよう，被保険者資格の適正化を推進する。

被用者保険の被扶養者資格を有する者等に対して，文書や電話等による調査を行い，被用者保険への加入勧奨等を行う。

被用者保険に加入しているにも関わらず，国保の資格喪失届出を行っていないことにより国保の資格が継続している世
帯に対して，届け出の勧奨を行い，健康保険の二重加入や滞納世帯の減少につなげている。

令和３年度国民健康保険料収納対策基本方針（抜粋）

ア．資格適用の適正化調査 《 令和２年度実績 》 調査件数：42,958世帯 被用者保険へ移行等：1,069世帯

イ．被用者保険加入未届者の資格適正化 《令和２年度実績》 調査件数 ：1,905世帯 適正化処理件数：582世帯

－ ２４ －

各区では、収入の確保及び収納率の向上を図るため、実情に応じて目標収納率等を設定し、文書や電話での

催告業務や差押え等の滞納整理業務を実施。



（２）支出の増加抑制

①給付適正化計画の推進

患者の自己負担額の軽減や医療費の削減を図るため，ジェネリック医薬品の普及促進に努める。

ア．ジェネリック医薬品の普及促進

イ．レセプト点検による医療費の適正化

レセプト（診療報酬明細書）について，診療内容や福岡市国保資格の有無等の点検を行い，医療費の適正化を図る。

「福岡市国民健康保険医療費適正化計画」に基づき，医療費の適正化を効率的・効果的に推進する。

【内容点検効果率・効果額】

30年度 元年度 2年度

全国 0.18 - -

福岡県 0.20 0.17 -

福岡市 0.17 0.17 0.17

156 153 150
※2年度の全国・福岡県の効果率は未確定

効果率
（％）

効果額 （百万円）

●内容点検
症状，病名に対する診療内容の妥当性等を点検し，請求内容に

疑義があるレセプトについて審査機関へ再審査請求を行う。

●資格点検
資格の有無のほか，負担割合や限度額適用区分の相違などを

確認し，過誤調整等を行う。

●ジェネリック医薬品切替希望シールの全世帯配布

●テレビ・ ラジオを活用した広報の実施

●ジェネリック医薬品に切り替えた場合の負担軽減のお知らせの送付

－ ２５ －

【普及率】

30年度 元年度 ２年度

全国 74.6 77.4 78.2

福岡県（国保） 76.8 79.3 79.9

福岡市（国保） 76.3 78.6 79.0

【差額通知による削減額及び切替率】

30年度 元年度 ２年度

365 357 344

35.3 37.3 39.2

普及率
（％）

　削減額 （百万円）

　切替率 （％） ※累計

※

※R2.9時点



ウ．訪問健康相談事業

医療機関への頻回，重複受診者に，健康状態に応じた適正受診や生活習慣等の指導を行い，疾病の早期回復の支
援と医療費の適正化を図る。

★令和３年度の取組み

・訪問予定人数：80人（訪問回数：１人当たり２回）

・残薬バッグを配布

エ．柔道整復療養費の適正化

柔道整復療養費支給申請書の内容点検や広報・啓発を効率的に実施し，医療費の適正化を図る。

照会文書送付予定数： ６，０００件

啓発文書送付予定数： ８，０００件

★令和３年度の取組み

※平成28年度事業開始，平成30年度より福岡県の共同事業化

【実施状況】

30年度 元年度 ２年度

訪問人数（訪問回数） 539人（722回） 460人（600回） 120人（129回）

うち改善者(改善率） 300人(55.7%) 262人(57.0%) 62人(51.7%)

医療費削減額（月額）※ 3,114千円 2,572千円 600千円

医療費削減額（年換算） 37,373千円 30,867千円 7,211千円

※医療費削減額（月額）は，訪問前後３か月の平均額の差額

○点検件数・啓発件数

区分

申請書点検件数 176,131 件 163,096 件 137,987 件 123,215 件

照会文書送付件数 18,156 件 9,036 件 2,634 件 2,927 件

点検による返戻等件数 1,726 件 2,467 件 2,178 件 1,800 件

啓発文書送付件数 5,407 件 8,848 件 6,448 件 6,758 件

２９年度 ３０年度 元年度 ２年度

1,246

1,103
1,031

858

174
157 148
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○柔道整復療養費支給状況

費用額 支給件数

●システムを活用し，支給前にすべての申請書の内容点検を行い，疑義がある場合は，被保険者照会等を実施し，適正な申請の

み支給する。

●初めて施術を受けた方に，保険適用となる施術に関する啓発文書を送付し，

保険適用外の施術への利用を防止する。

●頻回受診者（同一診療科に多数回受診），重複受

診者（同一の疾病で複数の医療機関を受診）に対し

て，適正受診や生活習慣等の指導を行う。

－ ２６－



オ．適正服薬推進事業

重複服薬や併用禁忌等の服薬がある人に，服薬状況に関する通知書を送付し，医療機関や薬局への相
談を促すことで，服薬状況の改善を図り，健康状態の改善と医療費の適正化を図る。

－ ２７ －

成果指標の達成状況により委託料を支払う成果連動型委託

により、令和元年度から令和３年度まで実施する。

通知書を送付する者と送付しない比較対象者を設定し、

通知後３か月間のレセプトで、両者を比較し、成果を測定する。

【成果指標】・・・①重複服薬者の減少率 ②併用禁忌服薬者の減少率

③医療費適正化効果

●実施概要

●第２回通知の実施結果

【服薬状況の変化】 【医薬品にかかる医療費の減少】

●実施の流れ（第2回通知）

通知対象者（A） ⽐較対象者（B） 通知による効果（A）-（B）

医薬品にかかる医療費
（1⼈/1⽉あたり）

2,980円減少 2,082円増加 5,062円減少

通知対象者（A） ⽐較対象者（B） 通知による効果（A）-（B）

重複服薬 69.7％減少 29.8％減少 39.9ポイント

多剤服薬 53.4％減少 28.2％減少 25.2ポイント

併⽤禁忌 100％減少 － 100ポイント

※併⽤禁忌・・・通知対象者1名。⽐較対象者の設定は無し。

抽出対象期間
（令和元年12⽉〜2⽉診療分）

対象者へ服薬情報通知
 
     対象者が医療機関受診

成果測定
(令和2年8⽉〜10⽉診療分）

 ※対象者抽出、成果測定はレセプトデータにより実施

8⽉-11⽉ 12⽉-3⽉4⽉-7⽉
2年度

【送付前】

【送付後】



健診回数：年１回

自己負担：500円

(40歳、50歳、満70歳以上、市県民税非課税世帯は無料）

検査項目：身体測定、尿検査、心電図、

血圧測定、血液検査等

●特定健診（よかドック）

健診の結果、生活習慣病の発症リスクの高い人に、医師や

保健師、管理栄養士などが、食生活や運動等を指導

◆動機付け支援

①面接による支援 ②原則３ヵ月後に評価

◆積極的支援

①初回面接 ②３ヵ月以上の継続的な支援

③初回面接から３ヵ月以上経過後に評価

●特定保健指導

②データヘルス計画の推進

生活習慣病（糖尿病、高血圧症、脂質異常症等）は、自覚症状がないまま進行

し、心筋梗塞や脳卒中などの重大な病気を引き起こし、生活の質の低下や医療

費の増大を招くことから、40歳から74歳の国民健康保険被保険者を対象に特定

健診及び特定保健指導を実施し、生活習慣の改善と生活習慣病の予防を図る。

ア．特定健診・特定保健指導による生活習慣病の予防

－ ２８ －

※Ｒ2年度
集計中

※速報値

（単位：％）

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度
特定健診受診率 28.0 30.5 33.0 35.5 38.0 40.0
継続受診率 62.0 64.0 66.0 68.0 69.0 70.0
特定保健指導実施率 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0

第三期計画 ⽬標値

1 仙台市 49.0%

2 新潟市 38.9%

3 さいたま市 38.0%

4 千葉市 37.6%

5 静岡市 34.1%

14 福岡市 27.2%

1 静岡市 33.7%

2 福岡市 31.5%

3 さいたま市 31.1%

4 広島市 27.8%

5 北九州市 26.5%

R元年度 政令市⽐較

R元年度 政令市⽐較



●40歳、50歳の健診受診料の無料化（平成28年度～）

初めて特定健診の対象となる方への制度周知と、医療費が高額となる疾患が

増大する50歳代後半に備えた受診促進のため40歳、50歳の健診受診を無料化。

●集団健診ウェブ予約の開始（令和元年度～）

令和元年12月から、福岡市健診専用サイト「けんしんナビ」において、スマホ等で簡単に集団健診の予約ができるウェブ予約を開始。

【R２年度受付件数（延べ） ： 6,648件 うち、よかドック 832件】

☆特定健診受診率向上の主な取組み

☆特定保健指導実施率向上の主な取組み

●特定健診・特定保健指導に関する連絡会議の設置（令和元年度～）

特定保健指導実施率向上の方策等を検討するため、医療関係者・研究者等による連絡会議を設置し、実施状況の調査等を踏まえて、

実施方式の見直しや遠隔面接モデル事業の実施等について検討を行う。

●よかドック未受診者の医療情報収集事業（令和元年度～）

特定健診と同等の検査を受けている未受診者の検査データを収集し、特定健診を受診したものとみなす「よかドック医療情報収集事業」を実施。

【R２年度 ： 対象者 3,106人、 実績 907人（収集率29.2％）】

●よりみち健診の実施（平成29年度～）

市民が出かけるついでに、気軽に、特定健診やがん検診などの健診を一度に

受診できる集団健診を、協会けんぽ等と連携し、ホテルやショッピングモールなどで実施。

●効果的な個別勧奨の実施（平成28年度～）

受診履歴や生活習慣病の治療の有無など、特性に応じた内容のダイレクトメールと

電話勧奨を組み合わせた個別勧奨を実施。

よりみち健診実績の推移

40歳、50歳の受診率の推移

30年度 元年度 ２年度

６ヵ所 ８ヵ所 ６ヵ所

353人(108人) 434人(156人) 333人(120人)

20団体 33団体 44団体

実施ヵ所

受診者数（うち、よかドック）

加入保険者数

－ ２９ －



イ．糖尿病性腎症重症化予防事業

糖尿病の重症化リスクが高い未治療者や治療中断者を適切な治療行動につなげることで、糖尿病性腎症の進行を予

防し、被保険者のQOL（生活の質）の向上と医療費の適正化を図る。

糖尿病の治療が中断している人に、医療機関への受

診勧奨通知 や、適切な治療行動を支援するために保

健指導を実施。

★令和３年度の取組み

400人に受診勧奨通知を送付し、保健指導を実施。

●治療中断者対策

●未治療者対策（令和２年１２月～）

特定健診の結果、糖尿病に該当し、腎機能が低下して

いる人に、病気の進行ステージに応じた手法により、医療

機関への受診勧奨・保健指導を実施。

30年度 元年度 2年度

378人 392人 336 人

100 人 103 人 92 人

※1：

※2：

治療再開者数　※２

通知書発送から翌年の4月末までに、治療を再開した者。

受診勧奨実施者のうち、通知書送付までに治療を再開していない者。

【実施状況】

受診勧奨実施者数　※１

－ ３０ －

★令和３年度の取組み

基準該当者に対し、受診勧奨・保健指導を実施。

【実施状況】 （4月～R3.1月健診受診者に実施）

腎症2期以下 腎症３期 腎症４期 計

基準該当者数 507人 210人 4人 721人

介入者数 285人 119人 2人 406人

再
掲

(

延
べ
）

文書送付 261人 120人 2人 383人

電話 52人 95人 1人 148人

家庭訪問 9人 31人 1人 41人



ウ．生活習慣病重症化予防事業

●特定健診の結果、特定保健指導に該当していない人のうち、

血糖・血圧（Ⅱ度・Ⅲ度高血圧該当者）・脂質のいずれかが受診

勧奨値に該当し、健診後に治療を開始していない人に対して、

医療機関への受診勧奨や保健指導を実施。

生活習慣病の重症化のリスクが高い未治療者を早期改善・早期治療につなげることで、脳血管疾患、虚血性心疾患、

人工透析等を予防し、被保険者の健康の保持増進と医療費の適正化を図る。

★令和３年度の取組み

・1,200人に受診勧奨通知を送付し、保健指導を実施

・対象者に心電図心房細動所見該当者、Ⅰ度高血圧該当者を追加

エ．生活習慣改善推進事業

肥満は生活習慣病の発症リスクを高めるため、肥満の改善と運動習慣の定着による生活習慣病の早期予防・早期改善

を図ることを目的に、運動と食生活改善の支援を行うプログラムを実施。

●特定健診受診者のうち、特定保健指導等に該当していないＢＭＩ（体格指数）２５以上の人を対象に、スポーツクラブで、運動・食生

活改善の個別支援プログラムを実施。

●令和２年度は、新型コロナウイルス感染症予防のため、オンライン型プログラムを実施。

●市施設（さざんぴあ）については、コロナ禍でのオンライン対応が難しいため実施を見合わせ。

★令和３年度の取組み

60人にオンライン型プログラムを実施

【参考】体重・腹囲の変化

体　重 腹　囲

30年度 -1.36kg -1.39cm

元年度 -0.80kg -1.58cm

2年度 -1.23kg -2.76cm

※スポーツクラブの個別支援終了者の平均

30年度 元年度 2年度 30年度 元年度 2年度

110人 110 人 24 人 19人 21 人

76人 59人 16 人 14人 9人

50人 42人 15 人 13人 9人

38人 25 人 - 5人 4 人生活習慣改善者数

スポーツクラブ

年度

市施設

個別支援終了者数

生活習慣改善者数
未実施

個別支援実施者数

【実施状況】

30年度 元年度 2年度

1,111 人 980 人 806 人

597 人 784 人 657 人

257 人 256 人 231 人

※1：

※2：

【実施状況】

対象者数（基準該当者数）

保健指導及び受診勧奨者数　※１

治療開始者数　※２

対象者のうち医療機関が介入を認めた者。

翌年度に生活習慣病のレセプトが確認できた者。令和２年度は暫定値。

－ ３１ －



６．市民サービスの向上

（１）保険料還付事務センターの開設（令和３年４月～）

－ ３２ －

（２）高額療養費の支給申請手続きの簡素化（令和３年４月～）

被保険者の死亡や市外転出、所得額の変更等があった場合は、保険
料を再計算し、納め過ぎた保険料については，被保険者や相続人に還
付している。

これまで各区役所の保険年金課で行っていた、国民健康保険料の還
付や口座振替申込登録の業務などを，還付事務センターに集約し委託
することにより，事務処理の効率化を図った。

高額療養費の支給申請では、一部負担金を支払ったことを確認するため、被保険者に領収書の添付を求めていた
が、被保険者の領収書保管の負担や、確認のための窓口対応の長時間化が課題となっていた。

このため、令和３年４月から被保険者の負担軽減や事務の効率化を図るため、申請時の領収書添付は原則として省
略できることとした。

高額療養費の窓口申請件数（年間約36,000件）

【参考：令和元年度還付処理件数】

項目 件数

国保還付（通知・再通知） 33,876

国保還付（支払） 17,996

後期還付（通知・再通知） 21,793

後期還付（支払） 10,633

年金保険者還付（国保・後期） 642

合計 84,940

福岡市では、行政手続きのデジタル化・オンライン化などのデジタルトランスフォーメーション(ＤＸ)の取組みを推進して
おり、国民健康保険においても、社会保険加入による国保資格喪失などの手続きについてオンライン化の検討を進めて
いる。（法令等により対面規制があるものを除く。）

（３）オンライン申請の検討

※中央区長浜の鮮魚市場会館内に開設



７．新型コロナウイルス感染症への対応
（１）傷病手当金の支給

－ ３３ －

●支給額
直近の継続した３月間の平均給与日額 × ２/３ × 支給対象日数

●適用期間

（２）保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料を減免。

●要件

①世帯の主たる生計維持者の令和３年中の事業収入，不動産収入，山林収入，給与収入（以下「事業収入等」という。）のいずれかの減

少額が令和２年中の当該事業収入等の額の１０分の３以上

②世帯の主たる生計維持者の令和２年中の所得が１０００万円以下

③減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和２年中の所得の合計額が４００万円以下

●対象となる保険料
令和３年度分で，令和３年４月から令和４年３月までに納期限が到来する保険料

●減免額の算定方法

次の（Ａ）×（Ｂ）÷（Ｃ）により求めた額に，減免割合（Ｄ）を乗じる。

（Ａ）対象となる保険料

（Ｂ）主たる生計維持者の減少が見込まれる収入の令和２年中の所得額

（Ｃ）主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和２年中の合計所得金額

（Ｄ）減免割合 主たる生計維持者の
令和２年中の所得金額

３００万円以下 ４００万円以下 ５５０万円以下 ７５０万円以下 １０００万円以下

減免割合 全部 １０分の８ １０分の６ １０分の４ １０分の２

被用者のうち新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者が仕事を休み、
給与等の全部または一部の支払いが受けられない場合に傷病手当金を支給（令和２年６月１日施行）。

●支給対象日
労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から労務に服する

ことができない期間のうち、就労を予定していた日

令和２年１月１日～令和３年１２月３１日（延長の可能性あり）

（ただし、入院が継続する場合等は、最長１年６月まで）

対応状況
区 分 2年度 3年度※

相談件数 206件 95件
申請受付件数 58件 31件
⽀給件数 42件 28件
⽀給額 2,324,790円 1,870,467円
※令和3年6⽉末時点

対応状況
区 分 2年度 3年度※

申請件数 14,977件 1,301件
決定件数 13,983件 631件
減免決定⾦額 1,614,284,300円 119,242,300円
※令和3年7⽉末時点



８．令和３年度の国民健康保険料

令和３年度の保険料は、令和２年中の所得をもとに算定したもの。

○保険料率（額）・賦課限度額

－ ３４ －

37,709円 37,643円 66円

賦課限度額 99万円 99万円 －

①医療分＋②支援分＋③介護分

所得割 14.01% 13.93% 0.08

均等割 40,305円 39,650円 655円

世帯割

世帯割 7,875円 7,448円 427円

賦課限度額 17万円 17万円 －

③
介
護
分

介護保険を支えるため第２号被保
険者（40歳から64歳まで）が納付
する保険料

（40歳から64歳までの加入者）

所得割 3.17% 3.06% 0.11

均等割 10,139円 9,737円 402円

29,834円 30,195円 ▲ 361円

賦課限度額 82万円 82万円 －

①医療分＋②支援分

所得割 10.84% 10.87% ▲ 0.03

均等割 30,166円 29,913円 253円

世帯割

世帯割 8,260円 8,175円 85円

賦課限度額 19万円 19万円 －

②
支
援
分

後期高齢者医療制度を現役世代
（74歳以下の全国民）で支えるため
の保険料

　　　　　（加入者全員）

所得割 3.12% 3.05% 0.07

均等割 8,352円 8,099円 253円

世帯割 21,574円 22,020円 ▲ 446円

賦課限度額 63万円 63万円 －

①
医
療
分

福岡市国保加入者の医療費を賄う
ための保険料

　　　　　（加入者全員）

所得割 7.72% 7.82% ▲ 0.10

均等割 21,814円 21,814円 0円

区　　　分 令和３年度 令和２年度 前年度比



【 参考 】 収入階層別・世帯構成別のモデル保険料（年額）
－ ３５ －

① １人世帯（介護分該当者） （単位：円）

98万円 43万円 33万円 13,000 ▲ 100 4,900 100 17,900 0 5,400 300 23,300 300

125万円 70万円 60万円 42,500 ▲ 500 16,700 400 59,200 ▲ 100 17,500 700 76,700 600

200万円 132万円 122万円 112,000 ▲ 1,400 44,300 900 156,300 ▲ 500 46,200 1,800 202,500 1,300

300万円 202万円 192万円 166,100 ▲ 2,000 66,200 1,500 232,300 ▲ 500 68,400 2,600 300,700 2,100

359万円 243万円 233万円 197,700 ▲ 2,500 79,000 1,800 276,700 ▲ 700 81,400 3,100 358,100 2,400

400万円 276万円 266万円 223,200 ▲ 2,800 89,300 2,000 312,500 ▲ 800 91,800 3,400 404,300 2,600

500万円 356万円 346万円 285,000 ▲ 3,600 114,200 2,500 399,200 ▲ 1,100 117,200 4,300 516,400 3,200

600万円 436万円 426万円 346,700 ▲ 4,400 139,200 3,100 485,900 ▲ 1,300 142,500 5,100 628,400 3,800

700万円 520万円 510万円 411,600 ▲ 5,200 165,400 3,700 577,000 ▲ 1,500 169,200 6,100 746,200 4,600

800万円 610万円 600万円 481,100 ▲ 6,100 190,000 800 671,100 ▲ 5,300 170,000 0 841,100 ▲ 5,300

② ３人世帯（うち介護分該当者２人） （単位：円）

98万円 43万円 33万円 26,100 ▲ 100 9,900 200 36,000 100 8,400 400 44,400 500

125万円 70万円 60万円 64,300 ▲ 500 25,000 600 89,300 100 22,600 900 111,900 1,000

200万円 132万円 122万円 138,300 ▲ 1,200 54,400 1,300 192,700 100 50,700 2,000 243,400 2,100

300万円 202万円 192万円 209,700 ▲ 2,100 82,900 2,000 292,600 ▲ 100 78,500 3,000 371,100 2,900

359万円 243万円 233万円 241,400 ▲ 2,400 95,700 2,300 337,100 ▲ 100 91,500 3,400 428,600 3,300

400万円 276万円 266万円 266,800 ▲ 2,800 106,000 2,500 372,800 ▲ 300 102,000 3,800 474,800 3,500

500万円 356万円 346万円 328,600 ▲ 3,600 130,900 3,000 459,500 ▲ 600 127,300 4,600 586,800 4,000

600万円 436万円 426万円 390,400 ▲ 4,300 155,900 3,600 546,300 ▲ 700 152,700 5,600 699,000 4,900

700万円 520万円 510万円 455,200 ▲ 5,200 182,100 4,200 637,300 ▲ 1,000 170,000 0 807,300 ▲ 1,000

800万円 610万円 600万円 524,700 ▲ 6,100 190,000 0 714,700 ▲ 6,100 170,000 0 884,700 ▲ 6,100

所得

３年度 ２年度

所得

３年度 ２年度

給与収入

①医療分 ②支援分 ①医療分＋②支援分 ③介護分 合計　①+②+③

３年度 前年度比 ３年度 前年度比 ３年度 前年度比 ３年度 前年度比

給与収入

①医療分 ②支援分 ①医療分＋②支援分 ③介護分

前年度比３年度 前年度比 ３年度 前年度比 ３年度 前年度比 ３年度

合計　①+②+③

３年度 前年度比

３年度 前年度比



９．国への主な要望事項

国民健康保険が抱える構造的な問題の解決に向けて，国民健康保険運営協議会の答申を踏まえながら，様々な機会

を捉えて抜本的な改革や財政支援の拡充等を国へ要望している。

－ ３６ －



○ 第２回運営協議会 ・・・・・・・・・・ 令和４年１月中旬開催予定

・ 諮問（令和４年度一人あたり保険料 等）

・ 審議

● その他 今後の審議予定について

○ 第３回運営協議会 ・・・・・・・・・・ 令和４年１月下旬開催予定

・ 審議の続き

・ 答申（案）とりまとめ

－ ３７ －



● 事務局関係者名簿

【福岡市国民健康保険運営協議会 庶務担当】

福岡市保健福祉局 生活福祉部 保険年金課

－ ３８ －

氏　　名組　　織

　南区保険年金課長 高着　さとみ

　城南区保険年金課長 永瀬　眞二

千綿　啓介

　西区保険年金課長 坂本　学

　西区西部出張所 山﨑　友次

　保険医療課長 鹿野　由紀

区
　
　
役
　
　
所

　東区保険年金課長 田畑　美保

　博多区保険年金課長 小野　敏伸

　中央区保険年金課長 乘冨　哉明

　早良区保険年金課長

保
健
福
祉
局

　局長 舟越　伸一

　生活福祉部長 小川　明子

　保険年金課長 中川原　伸之


